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東彼杵町第８期障害福祉計画等策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

本町では、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項及び

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項の規定に基づき、令和９年度

から令和１４年度までの６年間を計画期間とする「障害者計画」並びに、この前期にあたる令

和９年度から令和１１年度までの３年間を計画期間とする「第８期障害福祉計画」及び「第４

期障害児福祉計画」を策定いたします。 

この障害者計画等を策定するにあたり、民間の業者が有する高い専門知識をもとに提案や助

言を受け、今後の適正な推進の指針となる計画を策定するため、公募型プロポーザルを実施す

るものです。 

 

２ 業務の概要 

 （１）業 務 名  東彼杵町第８期障害福祉計画等策定業務 

 （２）発 注 者  東彼杵町 

 （３）業務期間  契約締結日から令和９年３月２６日まで 

 （４）業務内容  別紙「東彼杵町 第８期障害福祉計画等策定業務仕様書」 

（以下「仕様書」という。）のとおり 

          ※今回、東彼杵町、川棚町及び波佐見町の近隣３町共同で計画策定を行う。

共同作業（受託者との共同打ち合わせ等）を進めることにより事務の効

率化・軽減化を図り、また、経費の面からも委託業務の費用軽減に繋が

るものと見込むものである。 

          ※受託者の選定にあたり、書類審査及びプレゼンテーション審査を３町共

同で行い、契約の締結は、候補者と各町でそれぞれ行うものとする。 

 （５）契約上限額   ３，２９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

           ※提案された企画内容を実施するために必要となるすべての経費を含む。 

           ※この金額は、契約（予定）金額を示すものではなく、提案内容の規模を 

            示すためのものである。なお、提案見積金額は、この上限額を超えては 

            ならない。超えた場合は失格とする。 

 

３ 受託者の選定及び契約に関する事項 

 （１）選定方式  「公募型プロポーザル」 

 （２）選定方法 

本プロポーザルでは、提出された企画提案書等に基づき、プレゼンテーション(ヒアリン

グ含む。)審査を行い、審査基準の配点の合計点が最も高い者を優先交渉権者として選定す

る。 

参加者が１者のみの場合については、基準点を満たした場合に交渉権者とする。 
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（３）基準点 

    審査基準の各項目(コストに関する項目を除く。)６割以上の配点を有し、かつ、配点数

の７０％以上の得点である７０点以上とする。 

（４）契約方法 

   ア 契約の締結は、候補者と本町との間で協議を行い、協議が成立した場合に地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号に基づき随意契約を締

結することを原則とする。 

   イ 優先交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点者と協議を行う。 

   ウ 決定の日から７日以内に契約を締結することとする。 

   エ 契約締結時に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付又は履行保証保険契

約を締結若しくは実績免除とする。 

     なお、実績免除の場合は保証金免除申請書を提出すること。 

 （５）費用の分担 

    受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額にすべて含まれるものと

し、本町は契約金額以外の費用を負担しない。 

 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できるのは、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 （２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこ

と。 

 （３）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 （４）東彼杵町暴力団排除条例（平成２４年条例第１９号）第２条に規定する暴力団、暴力団

員に該当しないこと。 

 （５）本業務を遂行するために必要とされる業務経験等を十分有していること。 

 （６）国又は地方自治体において、障害福祉計画策定に類似する業務の受託実績を有すること。 

（７）本業務の実施にあたり、本町との連絡調整、打合せ等に適切に対処できること。 

 （８）その他、法令等違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

 

５ 日程 

No 内       容 日       程 

１ プロポーザル公告 令和８年４月２０日（月） 

２ 質問書の受付期間 令和８年４月２０日（月）～ ５月６日（水） 

３ 質問に対する回答 令和８年４月２０日（月）～ ５月７日（木）随時 

４ 参加申込書の受付期間 令和８年４月２０日（月）～ ５月８日（金） 

５ 参加資格確認結果通知 令和８年５月１１日（月） 
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６ 企画提案書等の受付期間 令和８年５月１２日（火）～５月２２日（金） 

７ 審査(プレゼンテーション) 令和８年５月２９日（金）※予定 

８ 審査結果の通知 令和８年６月３日（水） ※予定 

９ 委託契約締結 令和８年６月９日（火） ※予定 

 

６ 配付書類 

 （１）配付書類 

   ア 東彼杵町第８期障害福祉計画等策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

   イ 東彼杵町第８期障害福祉計画等策定業務仕様書 

   ウ 様式１号～９号 

 （２）配付期間  令和８年４月２０日（月）から５月８日（金）まで 

 （３）配付方法 

   ア 東彼杵町役場 町民課 社会福祉係で配付 

     ※午前９時００ 分～午後４時３０ 分（土日祝日を除く。） 

   イ 東彼杵町ホームページへの掲載 

 

７ 質問及び回答 

 （１）受付期間  令和８年４月２０日（月）から５月６日（水）午後４時３０分まで 

 （２）提出方法 

    質問書（様式５）に質問内容を簡潔にまとめ、ＦＡＸまたは電子メールにより提出する

こと。なお、電子メールにより提出する場合は、質問書（様式５）を添付し、メールの件名

には会社名を記載して、メール送信後、確認のため提出先に電話連絡すること。 

（３）質問に対する回答受付期間の間随時、質問者に対し回答し、質問内容及び回答について

は、東彼杵町ホームページに掲載する。また、質問の内容が企画提案書等の作成作業を

進める上で、影響を及ぼすと判断されるものは、実施要領及び仕様書の追加又は修正し

たものとみなす。 

この場合において、川棚町及び波佐見町の実施要領及び仕様書についても同様に追加又

は修正したものとみなす。 

なお、評価等に影響を及ぼすおそれがある質問（参加業者数、参加業者名等）は受付け

ない。 

 （４）提出先  〒８５９-３８０８ 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１８５０番地の６ 

         東彼杵町役場 町民課 社会福祉係  

         電話：０９５７-４６-１１５５（直通） ＦＡＸ：０９５７-２０-１０３２ 

         E-Mail：fukushi@town.higashisonogi.lg.jp 

※ 東彼杵町、川棚町、波佐見町を代表して東彼杵町が質問書を受付けます。 

 

８ 参加申込み 

  本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次により参加申込書等を提出すること。 

mailto:fukushi@town.higashisonogi.lg.jp
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  なお、本計画の策定は東彼３町共同で作業を進めるため、東彼杵町、川棚町及び波佐見町の

３町への参加申込が必要となる。詳細については、各町の実施要領等を確認すること。 

 （１）受付期間 令和８年４月２０日（月）から５月８日（金）午後４時３０分まで 

 （２）提出書類 

   次のアからクの書類について、正本各１部、副本各２部を提出すること。 

   ※Ａ４判縦型ファイルに綴じること。 

   ア 参加申込書（様式１号） 

   イ 会社概要調書（様式２号） 

     会社名、所在地、代表者、設立日、資本金、売上高、従業員数、事業内容、組織体制、

情報セキュリティ、事業所数（支社・関連会社）等が把握できること。 

   ウ 参加資格確認書(様式３号) 

   エ 業務実績調書(様式６号) 

オ 会社概要の分かるパンフレット等（既存のもので可） 

カ 納税証明書の写し 

  国税(その３の３)、都道府県税及び市区町村税の滞納がないことの証明 

キ 法人の印鑑登録証明書の写し（申込日前３か月以内に発行されたもの） 

   ク 法人の登記事項証明書の写し（申込日前３か月以内に発行されたもの） 

   ※本町の競争入札参加資格を有している場合は、カ・キ・クを省略することができる。 

    この場合において、受付番号が記載されている一般競争(指名競争)参加資格審査申請受

付票の写しを添付すること。 

（３）提出方法  郵送又は持参とする。 

          ※郵送の場合は、提出期限までに届くように発送すること。 

          ※持参の場合は、受付期間中の土日祝日を除き午前９時００分から午後４

時３０分までの間に受け付ける。 

 （４）提出先  「１５ 書類提出先・問合せ先」のとおり 

 

９ 参加資格の確認 

  参加申込書を提出した者について、参加資格要件に基づき、資格を確認し、参加申込者全

員に対して令和８年５月１１日（月）に、参加資格確認結果通知書（様式１０号）を電子

メール(Word、PDF 等のデータ)で通知する。又、参加資格があることを確認できた参加申

込者には、併せてプレゼンテーション及びヒアリングの日時、場所等の詳細について通知

する。 

 

１０ 企画提案書等の提出 

 （１）受付期間  令和８年５月１２日（火）から５月２２日（金）午後４時３０分まで 

 （２）提出書類 

   次のアからキの書類について、正本各 1部及び副本各２部を提出すること。 

ア 企画提案書（様式４号）及び添付書類 

   イ 業務実施体制調書（様式７号） 

   ウ 担当者の経歴等調書（様式８号） 
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   エ 業務工程表（任意様式） 

   オ 見積書（任意様式） 

   カ 直近２か年の法人の貸借対照表及び損益計算書の写し（任意様式） 

   キ その他本町が必要と認める書類（該当ある場合に別途指示する。） 

 （３）提出方法  郵送又は持参とする。 

          ※郵送の場合は、提出期限までに届くように発送すること。 

          ※持参の場合は、受付期間中の土日祝日を除き午前９時００分から 

午後４時３０分までの間に受け付ける。 

 （４）提出先  「１５ 書類提出先・問合せ先」のとおり 

 （５）企画提案書等作成に関する留意事項 

   ア 次表に掲げる事項に留意のうえ、企画提案書等書類を作成し提出すること。なお、書

類サイズはＡ４判縦長（Ａ４判横長可）を基本として、Ａ３判を使用する場合は、横長

３つ折りとすること。 

   イ 企画提案書提出の際は、各書類をファイリングして見出し(ｲﾝﾃﾞｯｸｽ）を付けること。 

項    目 留     意     事     項 

企画提案書（様式４号） 要押印（代表者印） 

添付書類（任意様式） 

・別紙仕様書に基づき、企画提案審査項目等について具体

的に記載すること。 

・提案趣旨やアピールポイントなどを簡潔に分かりやすく

記載すること。 

・文書を補完するための写真、イラスト、グラフ等の使用

は任意とする。 

・その他ＰＲや独自提案がある場合は添付可とする。 

業務実績調書（様式６号） 
・類似業務のうち、地方自治体からの受注実績を記入する

こと。 

業務実施体制調書（様式７号） 

・本業務を担当する管理責任者１名及び予定スタッフ全員

について記入すること。なお、他企業やアドバイザー等

の社外協力体制がある場合は、その内容も記載するこ

と。 

担当の経歴等調書 

（様式８号） 

・管理責任者 1 名及び主要スタッフについて、実務経験年

数、類似業務従事実績等を記入すること。 

・管理責任者については、他業務（委託業務等）との兼務

状況も併せて記入すること。 

業務工程表（任意様式） 

・別紙仕様書の各業務について、着手から最終案の提示に

至るまでの作業内容及びスケジュールが分かるように

作成すること。 

見積書（任意様式） 

・本業務に必要な経費を算出し、積算内訳を具体的に記載

すること。 

・見積及び内訳の金額は、消費税を含めた額とすること。 

・会社及び代表者名並びに代表者印を記名押印すること。 

 

１１ 参加辞退届の提出 

参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、次により参加辞退届（様式
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９号）を提出すること。 

（１）提出期限  令和８年５月２２日（金）午後４時３０分まで 

（２）提出書類  参加辞退届（様式９号） 

（３）提出方法  郵送又は持参。※郵送の場合は、提出期限（消印有効）までに発送するこ

と。 

 

１２ 審査 

 （１）審査の概要 

    提出された企画提案書等において、下記(２)のとおりプレゼンテーション及びヒアリン

グを実施し、東彼杵町役場町民課、川棚町役場住民福祉課及び波佐見町役場住民福祉課

の共同で審査基準に基づき提案の優劣を判定する。 

 （２）プレゼンテーション 

    ア．プレゼンテーション及びヒアリングを実施し審査する。 

① 実 施 日 「５ 日程」に記載のとおり。 

② 会 場 東彼杵町 総合会館 研修室 

※①及び②の詳細については、参加資格があることを確認できた参加申込者に参加

資格確認結果通知書と併せて電子メールにより通知する。 

③ 出 席 者 １提案者につき３名まで 

④ 実施方法 

・企画提案書等に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

・１者の持ち時間は、説明２０分間、質疑応答１０分、計３０分とする。 

・プレゼンテーションの順番は、参加申込書を受け付けた順番とする。 

・説明には、提出された企画提案書等の記載内容のみを使用し、追加資料の配付は不

可とする。ただし、説明用にパワーポイント等のプレゼンテーション用ソフトや、フ

リップボード、パネル等の使用は可とする。 

・プレゼンテーション用ソフトを使用する場合は、実施日の前日までに担当課に連絡

すること。なお、スクリーン及び接続ケーブルは担当課で用意するが、その他必要な

機材は参加者が持参し、機材の操作を行うこと。 

・公平性確保のため、参加者は他の参加者のヒアリングを傍聴することはできない。 

 

  イ．審査基準 

     提案者の審査項目及び配点は、次の表のとおりとする。 

審査項目 審査基準 配点 

企
画
提
案
審
査 

業務実施方針 
業務の実施方針は具体的か。 

業務の取組みのポイントや役割、あり方が示されているか。 
１０ 

情報提供力 

当該業務に関する法律や制度などの動向や全国の自治体の先進事

例に関する情報提供ができる体制になっているか。また、具体的な

提供方法が示されているか。 

１０ 
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ニーズ把握 
アンケート調査について、効果的に実施できるよう、手法や設計の

ポイント、集計・分析方法が具体的に提案されているか。 
１０ 

計画策定 

現計画の評価方法が例示されているとともに、具体的に提案され

ているか。また、計画策定のための手法や、現状の地域特性の把握・

分析が具体的に盛り込まれているか。 

１０ 

スケジュール 

業務項目ごとのスケジュールが明確で、適切かつ無理のないもの

となっているか。策定委員会の実施時期を見据えたスケジュール

提案がなされているか。また、業者と町の役割が明確になっている

か。 

１０ 

独自提案 本業務に関わる独自の提案がなされているか。 １０ 

実
施
体 

制
審
査 

実施体制 担当者人数・資格・業務履歴、他の従業員の協力体制 １０ 

業
務
実 

績
審
査 

業務実績 第７期障害福祉計画策定業務、その他類似業務の実績 １０ 

見
積
金 

額
審
査 

見積金額 見積金額、積算内訳の妥当性 ２０ 

合 計 １００ 

   ウ 審査結果 

    ①審査結果は、審査終了後に参加者全員に書面で通知する。 

    ②審査結果に関する異議申立ては受け付けない。 

  

１３ 失格条項 

  次のいずれかに該当する場合は、無効または失格とする。 

 （１）提出書類の提出方法や提出期限を遵守しない場合 

 （２）提出書類の内容に虚偽の記載が認められた場合 

 （３）契約上限額を超える金額で見積書を提出した場合 

 （４）本要領に定める手続き以外の方法により、本町関係者に対し、本プロポーザルに対する

援助を直接又は間接に求めた場合 

 （５）参加申込書を複数提出した場合 

 （６）他の参加者の協力者（協力会社）であった場合 

 （７）審査時に新たな資料の追加配付や提示等を行った場合 

 （８）その他公平な審査を妨害する行為があったと認められた場合 

 

１４ その他 

 （１）本プロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加者の負担とする。 

 （２）提出書類一式は、結果に関わらず返却しないものとする。 

 （３）企画提案書等の受付期間終了後の変更、差替え又は再提出は認めない。 

 （４）採択された企画提案書等の著作権は、本町に帰属する。 

 （５）業務の実施に関しては、本町と協議のうえ行うこととする。 
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１５ 書類提出先・問合せ先 

   〒８５９-３８０８ 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１８５０番地の６ 

         東彼杵町役場 町民課 社会福祉係  

         電話：０９５７-４６-１１５５（直通） ＦＡＸ：０９５７-２０-１０３２ 

 E-Mail：fukushi@town.higashisonogi.lg.jp 


